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令令和和７７年年度度  事事業業報報告告  

１１  概概況況  

公益社団法人敦賀法人会は、“税のオピニオンリーダー”として 企業の発展を支援し、地域の振興

に寄与し、国と社会の繁栄に貢献するため、積極的に事業展開しました。  

主たる活動については次の通りです。 

（１）身近な税の広報誌『知らなくちゃ！税』を敦賀税務連絡協議会と共同発行し、敦賀税務署管内の

敦賀市、美浜町、若狭町全戸に配布しました。 

（２）税制改正に関する提言については、中小企業に相応しい税制の確立を目指し、税制委員会を中心

に会員の意見を集約し、全法連を通じて関係諸機関に積極的な提言活動を行うとともに、地方自治

体に対しても提言活動を実施しました。 

（３）青年部会会員・OBらが講師となり、敦賀税務署管内の小学６年生を対象に税金教室を開催しまし

た。併せて、開催校にて税に関する小冊子を配布し、租税教育の推進に努めました。 

（４）女性部会では、税知識の普及と地域社会の健全な発展に資することを目的に、小学５・６年生を

対象に「税に関する絵はがきコンクール」と「税を考える週間 ファミリーコンサート」を開催しま

した。 

（５）広報委員会では、地元の行事や話題を取り入れた地域密着型の会報誌「ほうじんつるが」を年２

回発行。ホームページでの掲載と合わせて活動報告、行事予定、福利厚生制度等の広報に努めまし

た。 

（６）研修委員会では、税知識の向上のため、北陸税理士会敦賀支部に講師を依頼し会員向けの税務税

制研修会を年４回と、役員対象に敦賀税務署長らが講師の Tax セミナーを年２回開催しました。ま

た会員向けサービスとして、自由に選んで視聴できるインターネットセミナーを毎日配信しました。 

（７）国税電子申告・納税システム(e-Tax)、マイナンバーカードの普及、事業者のデジタル化、期限内

納付、キャッシュレス納付、電子納税証明書(PDF)・電子帳簿保存法、法定調書の e-Tax による提

出、インボイス制度の円滑な定着・自主点検チェックシートの利用促進など、納税意識の高揚に向

けた周知・広報に努めました。 

（８）経営者大型保障制度をはじめとする会員のための福利厚生制度では、厚生委員会・組織委員会が

中心となり推進運動・会員増強に努めました。また、厚生事業の一環として、会員の健康管理を支

援するため、人間ドックの会員料金割引制度と併せて、PET 健診受診料の一部助成金制度を継続し

て実施しました。 
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令和８年度 税制改正要望事項 

 

公益社団法人 福井県法人会連合会 

１ 基本的な課題 

（1）税・財政改革のあり方 

① 財政健全化に向けて 

財政健全化は国家的な課題であり、日本経済の将来にわたる持続可能性を高めるためにも 

本格的な歳出・歳入の一体的改革を進めることが重要である。 

② 社会保障制度に対する基本的考え方 

社会保障制度の基本は保険料による支え合いであり、社会保障と税の一体改革は、消費税率

引き上げを持って一旦の区切りを迎えたが、一般歳出の 50％以上を社会保障費が占める現状に

おいて持続可能な社会保障制度を作っていくには、社会保障の負担のあり方について不断の検

討が必要である。 

中小企業においても「賃上げ」を求めるのであれば手取額の増加として社会保険料の引き下

げ実施を要望する。 

なお、役員の報酬及び賞与について、その支給の方法によっては税収面においては法人税、

所得税とも結果的には影響はないものの、社会保険上は標準賞与額に限度が定められているこ

とから、支給される報酬総額は変わらないのに雇用者（法人）及び役員が負担する社会保険料

を削減できることとなる。賞与の社会保険料率の適用に当たってはその上限を撤廃するなど何

らかの手当てがされるべきである。 

③ 行政改革の徹底 

行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた政府・議会自らが「まず隗より始めよ」の

精神に基づき、率先して身を削らなければならない。 

次の事項について、明確な期限と数値目標を定めて改革を断行するよう求める。 

一 国･地方における議員定数の大胆な削減､歳費の抑制。また、調査研究広報滞在費や政務

活動費等の適正化と使途の透明化。 

二 厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の効率的な要員確保と能力を重視した賃金体

系などによる人件費の抑制。 

（2）経済活性化と中小企業対策 

① 中小企業の活性化に資する税制措置 

中小企業は、全国法人数の約 99％、その雇用数は約 70％を占めており、我が国にとって重要

な経済主体である。これまでも、中小企業に対しては、設備投資等の促進や事業承継に対する

支援、生産性向上のための支援などが行われ、中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税

制については、その適用期限が令和９年３月３１日まで延長されているところ、更なる延長を

求める。 

このうち中小企業経営強化税制の収益力強化設備（Ｂ類型）については、投資計画における

年平均の投資利益率の見込みが５％以上から７％以上に引き上げられ、拡充措置において売上

高 100 億円超を目指す成長意欲の高い中小企業の設備投資に対して、建物が税制の対象設備と

なる措置が講じられたが、対象企業はかなり絞られることが想定される。設備投資を促進し地

域経済に好循環を生み出すためには、適用要件の緩和が必要である。 

また、中小企業者等における賃上げ促進税制が改正され期限も延長されているところ、原材 
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料価格、電気代・燃料代の高騰等コスト上昇に本来従業員の賃上げに充てられるはずの原資を

圧迫している実態があり、更なる制度の強化を要望する。 

さらに、中小企業に適用される軽減税率の特例１５％は２年間延長されたが、これを本則化

すること、また、軽減税率適用金額を１６００万円に引き上げることを要望する。 

税制改正に伴う事務作業に伴う負担が増し、いわゆる納税協力コストも増加しているものと

考えられる。汎用性のあるシステム、ソフトの早期無償提供あるいはシステムの改修に直接要

した費用の一部の税額控除を要望する。 

② 事業承継税制の拡充 

少子高齢化が進む中、中小企業の数は年々減少しており、特に中小企業の休廃業・解散件数

が増加している。経営者の平均年齢は上昇しており、後継者不足が深刻な問題となっている

中、中小企業の事業承継が一段と厳しさを増している。 

また、近年は大手企業から中小企業への M＆A のアプローチが多数届き、自社を売却するオー

ナーも多数見受けられる。我が国経済の主役は全国法人数の大多数を占める中小企業である以

上、事業承継がスムーズに実行できるよう異次元の事業承継税制（現行制度よりもシンプルか

つ効果があり、多くの中小企業が利用できるもの）を策定されるよう要望する。 

非上場会社の株式に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される法人版事業承継税制の

恒久化を求める。 

③ 消費税への対応 

    二つの異なる要望事項があるので併記する。 

これまでも消費税率については単一税率が望ましいと求めてきたところであるが、軽減税率制

度は逆進性対策として非効率であり、財政への影響が大きいこと、また、事業者及び課税庁の

コスト削減等の観点からも、単一税率制度を要望する。低所得者の負担軽減については、総所

得の上限を定めて、それ以下の所得者に対し給付金を支給することにより対応する。 

一方、物価高の対策として消費税減税を要望する。消費税の減税は、物価上昇にすばやく対

応できる即効性のある対策であり、日々の暮らしや経済活動を支え事業者の負担も軽減され

る。ただし、消費税は一般会計の重要な財源であり、財源の確保や再増税の難しさといった点

も考慮する必要がある。 

インボイス制度が導入され制度全体が複雑化し、事業者及び課税庁双方の事務負担が増大す

るものとなっている。また、新たにインボイス発行事業者となった小規模事業者の中には、取

引先の理解が得られず価格転嫁が進んでいないとの現状もあり、中小事業者向けのさらなる支

援策や簡易方式の導入など事業者の事務負担が過度とならないよう要望する。 

（3）地方のあり方 

  ① 地方創生 

京都府では景観保全と都市計画との調和等の理由から建物の高さ制限を設けているが、これ

を地価・家賃高騰や災害時のリスク分散、人材の偏在のといった観点から長期的に東京都にお

いて実施し東京一極集中を解消するよう要望する。 

② 財政・行政の効率化 

    スモール行政＝スマート行政であり、地方を含めた行政のデジタ化、民間におけるデジタル

技術の活用促進などを一層加速化し、国民一人一人のニーズに合った行政サービスの実現に向

けて、機動的かつ効率的、効果的なシステム整備に資する調達等を推進し、対面・書面・押印

を求める規制・慣行の見直し等に取り組み、我が国の社会変革を一気に進めるよう要望する。 
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② 財政・行政の効率化 
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けて、機動的かつ効率的、効果的なシステム整備に資する調達等を推進し、対面・書面・押印

を求める規制・慣行の見直し等に取り組み、我が国の社会変革を一気に進めるよう要望する。 
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◇税を考える週間 記念講演会 

   令和 7年 11 月 18 日  ニューサンピア敦賀  67 名 

   美の力で人々を幸せにする～人間力×表現が、ウェルビーイングへの第一歩～ 

 ㈱Ｒadiance 代表取締役 金ヶ江悦子氏 

◇税を考える週間 ファミリーコンサート 

令和 7年 12 月 2 日  プラザ萬象小ホール  62 名 

音も心も弾む♪マリンバコンサート 

マリンバ・パーカッションデュオ Pulse Du（パルス ドゥ） 

（（２２））税税のの啓啓発発活活動動 

   ◇（青年部会）税金教室にて冊子配布 

令和 7年 6月 6日～7月 7日  敦賀税務署管内小学校 11校・557 冊 

      「キミも納めてる！税金どこ行くの？ﾀｯｸｽﾌﾝﾄとけんたくん」（発行：全国法人会総連合） 

      「おじいさんの赤いつぼ」（発行：大蔵財務協会） 

（（３３））税税金金教教室室のの開開催催  令和 7年 6月 6日～令和 7 年 7月 7日 

開催日 開催校 ６年生児童数 講師数 担当講師（敬称略） 

6/6 敦賀市立 中央小学校 101 1 中村武史 

6/10 若狭町立 三宅小学校 15 1 竹野耕平 

6/11 敦賀市立 中郷小学校 75 1 岡本弥市 

6/12 敦賀市立 角鹿小学校 37 1 品川 諭 

6/13 敦賀市立 敦賀西小学校 37 1 中村武史 

6/17 敦賀市立 松原小学校 76 1 国川 晃 

6/20 若狭町立 鳥羽小学校 11 1 谷口直利 

6/27 敦賀市立 粟野南小学校 74 3 谷口清治ほか 2名 

6/30 若狭町立 みそみ小学校 15 1 国川 晃 

7/3 敦賀市立 粟野小学校 97 1 山形晃士郎 

7/7 美浜町立 美浜東小学校 19 1 国川 晃 

合計 11 校 557 名 13 名  

（（４４））そそのの他他  

◇（敦賀税務連絡協議会）租税教育用副教材贈呈式 

小学生「税って何に使われているの？わたしたちのくらしを支える税」910 枚 

   令和 7年 11 月 13 日  若狭町立上中小学校 

   中学生「わたしたちの生活と税 わたしたちのくらしを支える税」820 枚 

   敦賀税務署管内 全中学校・各税金教室ほかにて配布 

◇（全国納税貯蓄組合連合会）税についての作品事業後援 

作文の部「敦賀法人会長賞」2点 

６６  広広報報関関係係  

（（１１））広広報報誌誌のの発発行行・・配配布布  

   ◇会報誌「ほうじんつるが」№97（令和 7年 8 月発行）  1,050 部 

№98（令和 8年 1 月発行）  1,050 部 
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